
（別紙１） 

 

令和２年度～令和６年度 社会福祉法人松星苑 社会福祉充実計画 

 

１．基本的事項 

 

法人名 社会福祉法人松星苑 法人番号 １２５０００５００５１５０ 

法人代表者氏名 原田 正剛 

法人の主たる所在地 山口県下松市生野屋南一丁目１２番１号 

連絡先 ０８３３－４５－２４２５ 

地域住民その他の関係

者への意見聴取年月日 
― 

公認会計士、税理士等 

の意見聴取年月日 
令和２年５月１２日 

評議員会の承認年月日 令和２年６月１１日 

 

会計年度別の社会福祉

充実残額の推移 

（単位：千円） 

残 額 総 額

（令和元年

度末現在） 

１か年度目 

（令和２年

度末現在） 

２か年度目 

（令和３年

度末現在） 

３か年度目 

（令和４年

度末現在） 

４か年度目 

（令和５年

度末現在） 

５か年度目 

（令和６年

度末現在） 

 

合計 

社会福祉

充実事業

未充当額 

24,560 

千円 

19,648 

千円 

14,736 

千円 

9,824 

千円 

4,912 

千円 

0 

千円 
 0 千円 

 うち社会福祉充実 

事業費（単位：千円） 
 

▲4,912 

千円 

▲4,912 

千円 

▲4,912 

千円 

▲4,912 

千円 

▲4,912 

千円 

▲24,560 

千円 
 

本計画の対象期間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．事業計画 

 

実施時期 事業名 事業種別 
既存・ 

新規の別 
事業概要 

施設設備 

の有無 
事業費 

１か年 

度目 

間接処遇職員 

処遇改善事業 

社会福祉 

事業 
既存 

福祉・介護職員処遇改善の対象外

職員にも同水準の処遇改善を行

なう。 

無 4,912 千円 

      

小計  

２か年 

度目 

間接処遇職員 

処遇改善事業 

社会福祉 

事業 
既存 

福祉・介護職員処遇改善の対象外

職員にも同水準の処遇改善を行

なう。 

無 4,912 千円 

      

小計  

３か年 

度目 

間接処遇職員 

処遇改善事業 

社会福祉 

事業 
既存 

福祉・介護職員処遇改善の対象外

職員にも同水準の処遇改善を行

なう。 

無 4,912 千円 

      

小計  

４か年 

度目 

間接処遇職員 

処遇改善事業 

社会福祉 

事業 
既存 

福祉・介護職員処遇改善の対象外

職員にも同水準の処遇改善を行

なう。 

無 4,912 千円 

      

小計  

５か年 

度目 

間接処遇職員 

処遇改善事業 

社会福祉 

事業 
既存 

福祉・介護職員処遇改善の対象外

職員にも同水準の処遇改善を行

なう。 

無 4,912 千円 

      

小計  

合計 24,560 千円 

※ 欄が不足する場合は適宜追加すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．社会福祉充実残額の使途に関する検討結果 

 

検討順 検討結果 

① 社会福祉事業及び公益

事業（小規模事業） 

既存の社会福祉事業に必要なサービスの向上等を図り、また、法人事業所全体の組織力の充実の

ために行なうこととした。 

② 地域公益事業 
 

③ ①及び②以外の公益事業 
 

 

 

４．資金計画 

 

事業名 事業費内訳 １か年度目 ２か年度目 ３か年度目 ４か年度目 ５か年度目 合計 

間接処遇職員 

処遇改善事業 

計画の実施期間に

おける事業費合計 

4,912 

千円 

4,912 

千円 

4,912 

千円 

4,912 

千円 

4,912 

千円 

24,560 

千円 

 

財

源

構

成 

社会福祉充実

残額 

4,912 

千円 

4,912 

千円 

4,912 

千円 

4,912 

千円 

4,912 

千円 

24,560 

千円 

補助金       

借入金       

事業収益       

その他       

※ 本計画において複数の事業を行う場合は、２．事業計画に記載する事業の種類ごとに「資金計画」を作成すること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．事業の詳細 

 

事業名 間接処遇職員処遇改善事業 

主な対象者 社会福祉法人松星苑全事業利用者 

想定される対象者数 約５５０名 

事業の実施地域 下松市 

事業の実施時期 令和２年４月１日～令和７年３月３１日 

事業内容 

社会福祉法人松星苑の処遇改善対象事業所においては、福祉・介護職員処遇改善加算を算定し

て対象の職員の賃金改善を行なっているが、対象外の職員について、同一の法人・事業所にて

社会福祉事業のために同様に従事していることを考慮し、また、職務意欲の低下を招かぬよう

に、同水準の処遇改善をして事業所全体の向上を図る。 

事業の実施スケジュール 

１か年度目 
福祉・介護職員処遇改善加算の算定から算出する改善額と同水準の処遇改善を

間接処遇職員にも支給する。 

２か年度目 
福祉・介護職員処遇改善加算の算定から算出する改善額と同水準の処遇改善を

間接処遇職員にも支給する。 

３か年度目 
福祉・介護職員処遇改善加算の算定から算出する改善額と同水準の処遇改善を

間接処遇職員にも支給する。 

４か年度目 
福祉・介護職員処遇改善加算の算定から算出する改善額と同水準の処遇改善を

間接処遇職員にも支給する。 

５か年度目 
福祉・介護職員処遇改善加算の算定から算出する改善額と同水準の処遇改善を

間接処遇職員にも支給する。 

事業費積算 

（概算） 

間接処遇職員処遇改善費用 24,560,000 円（５か年度） 

合計 24,560 千円（うち社会福祉充実残額充当額 24,560 千円） 

地域協議会等の意見と 

その反映状況 
－ 

※ 本計画において複数の事業を行う場合は、２．事業計画に記載する事業の種類ごとに「事業の詳細」を作成する

こと。 

 

 

６．社会福祉充実残額の全額を活用しない又は計画の実施期間が５か年度を超える理由 

 

 

 


